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弁
護
士
互
助
年
金
規
則

（
昭
和
四
十
四
年
五
月
十
日
規
則
第
二
十
四
号
）

全
部
改
正

昭
和
六
一
年

二
月
二
一
日

改
正

平
成

五
年

二
月
一
九
日

同

五
年

九
月
一
七
日

同

六
年

二
月
一
八
日

同

七
年

六
月
一
六
日

同

八
年

二
月
一
六
日

同

八
年

三
月
一
五
日

同

一
一
年

二
月
一
九
日

同

一
二
年

一
月
二
一
日

同

一
四
年

三
月

一
日

同

一
四
年

六
月
二
一
日

同

二
七
年

九
月
一
〇
日

令
和

四
年

一
月
二
一
日

第
一
章

総
則

（
規
則
の
制
定
）

第
一
条

弁
護
士
互
助
年
金
事
業
の
運
営
管
理
を
円
滑
に
す
る
た
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め
、
規
程
に
基
き
弁
護
士
互
助
年
金
規
則
（
以
下
規
則
と
い
う
。
）

を
定
め
る
。

（
加
入
方
法
）

第
二
条

弁
護
士
互
助
年
金
（
以
下
年
金
と
い
う
。
）
に
加
入
す
る

に
は
、
加
入
申
込
書
に
所
定
事
項
を
記
載
し
て
本
会
に
申
込
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

加
入
申
込
書
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

そ
の
旨
を
本
会
に
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

加
入
者
に
加
入
者
証
を
交
付
す
る
。

（
脱
退
）

第
三
条

規
程
第
三
条
の
脱
退
事
由
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

年
金
給
付
開
始
前
に
年
金
の
全
部
又
は
一
部
の
脱
退
を
申
出

た
と
き
。

二

Ａ
種
年
金
の
拠
出
金
を
払
い
込
み
期
日
か
ら
二
ヶ
月
以
上
滞

納
し
た
と
き
。

（
加
入
者
の
資
格
の
保
有
）

第
四
条

規
程
第
三
条
た
だ
し
書
に
よ
る
加
入
者
の
資
格
の
保
有

は
、
加
入
者
が
法
曹
関
係
の
公
職
又
は
そ
の
他
一
時
的
な
公
職
に

従
事
す
る
た
め
、
本
会
の
登
録
を
取
消
し
た
と
き
と
す
る
。

２

加
入
者
が
前
項
に
よ
り
資
格
を
保
有
す
る
場
合
は
、
登
録
取
消

後
一
ヶ
月
以
内
に
、
公
職
の
名
称
及
び
勤
務
場
所
を
届
出
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。

（
拠
出
金
の
払
込
み
及
び
加
入
日
）

第
五
条

Ａ
種
年
金
の
拠
出
金
は
、
毎
月
本
会
の
指
定
す
る
日
に
、

加
入
者
の
預
金
口
座
か
ら
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
払
い
込
む
も

の
と
す
る
。

２

Ｂ
種
年
金
の
拠
出
金
は
、
年
二
回
、
本
会
の
指
定
す
る
期
間
に
、

本
会
の
指
定
す
る
口
座
に
振
り
込
む
方
法
に
よ
り
払
い
込
む
も
の

と
す
る
。

３

年
金
の
加
入
日
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
加
入
申
込
み
を
し
、

拠
出
金
（
Ａ
種
年
金
に
あ
っ
て
は
、
第
一
回
の
拠
出
金
）
を
払
い

込
ん
だ
月
の
翌
月
一
日
と
す
る
。

（
加
入
口
数
の
変
更
）

第
六
条

加
入
者
が
加
入
口
数
を
増
加
す
る
場
合
は
、
第
二
条
に
準

じ
る
も
の
と
す
る
。

２

加
入
者
が
加
入
口
数
を
減
少
す
る
場
合
は
、
減
少
口
数
に
つ
き

脱
退
に
準
じ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

給
付

（
普
通
年
金
の
給
付
金
額
）

第
七
条

普
通
年
金
の
給
付
金
額
は
、
給
付
開
始
時
ま
で
の
拠
出
金
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の
元
利
合
計
額
か
ら
付
加
手
数
料
を
控
除
し
た
額
に
対
し
、
給
付

開
始
年
齢
に
応
じ
て
会
長
が
定
め
る
率
を
乗
じ
た
金
額
を
年
金
月

額
と
す
る
。
た
だ
し
、
給
付
開
始
以
降
の
利
息
が
給
付
開
始
時
に

お
け
る
会
長
が
定
め
る
予
定
利
率
を
上
回
つ
た
と
き
は
、
上
回
つ

た
利
息
相
当
分
を
も
つ
て
算
出
さ
れ
た
金
額
を
増
加
年
金
額
と
し

年
金
月
額
に
加
算
す
る
。

（
減
額
年
金
の
給
付
金
額
）

第
八
条

減
額
年
金
の
給
付
金
額
は
、
給
付
開
始
時
ま
で
の
拠
出
金

の
元
利
合
計
額
か
ら
付
加
手
数
料
を
控
除
し
た
額
に
対
し
、
給
付

開
始
年
齢
に
応
じ
て
会
長
が
定
め
る
率
を
乗
じ
た
金
額
を
年
金
月

額
と
す
る
。
た
だ
し
、
給
付
開
始
以
降
の
利
息
が
給
付
開
始
時
に

お
け
る
会
長
が
定
め
る
予
定
利
率
を
上
回
つ
た
と
き
は
、
上
回
つ

た
利
息
相
当
分
を
も
つ
て
算
出
さ
れ
た
金
額
を
増
加
年
金
額
と
し

年
金
月
額
に
加
算
す
る
。

（
遺
族
年
金
の
給
付
金
額
）

第
九
条

遺
族
年
金
の
給
付
金
額
は
加
入
者
の
死
亡
当
時
の
普
通
年

金
又
は
減
額
年
金
と
同
額
と
す
る
。

（
年
金
一
時
払
金
の
給
付
金
額
）

第
九
条
の
二

年
金
一
時
払
金
の
給
付
金
額
は
、
第
七
条
又
は
第
八

条
の
年
金
月
額
に
対
し
、
給
付
開
始
後
十
五
年
ま
で
の
残
期
間
に

対
応
す
る
会
長
が
定
め
る
率
を
乗
じ
た
金
額
と
す
る
。
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（
打
切
一
時
払
金
の
給
付
金
額
）

第
十
条

打
切
一
時
払
金
の
給
付
金
額
は
、
第
七
条
乃
至
第
九
条
の

年
金
月
額
に
対
し
、
給
付
開
始
後
十
五
年
ま
で
の
残
期
間
に
対
応

す
る
会
長
が
定
め
る
率
を
乗
じ
た
金
額
と
す
る
。

（
脱
退
一
時
払
金
の
給
付
金
額
）

第
十
一
条

脱
退
一
時
払
金
の
給
付
金
額
は
、
拠
出
金
の
元
利
合
計

額
か
ら
付
加
手
数
料
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

（
遺
族
一
時
払
金
の
給
付
金
額
）

第
十
一
条
の
二

遺
族
一
時
払
金
の
給
付
金
額
は
、
前
条
に
よ
り
算

出
さ
れ
た
金
額
に
、
拠
出
中
の
Ａ
種
年
金
口
数
に
五
千
円
を
乗
じ

た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

（
寄
附
金
の
配
分
）

第
十
二
条

本
会
に
お
い
て
年
金
資
金
と
し
て
収
受
し
た
寄
附
金
の

元
利
合
計
額
は
、
Ａ
種
、
Ｂ
種
の
加
入
者
に
対
し
均
等
に
こ
れ
を

配
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
配
分
の
時
期
・
方
法

及
び
配
分
の
率
は
、
委
員
会
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
給
付
金
額
等
の
変
更
）

第
十
三
条

本
章
に
定
め
る
給
付
の
金
額
及
び
利
率
は
、
年
金
資
金

運
用
の
実
績
、
経
済
情
勢
、
金
利
水
準
そ
の
他
年
金
資
金
運
用
に

影
響
を
及
ぼ
す
事
情
の
変
動
に
応
じ
、
委
員
会
の
決
議
に
よ
り
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
給
付
の
請
求
）

第
十
四
条

加
入
者
又
は
規
程
第
十
七
条
の
承
継
受
取
人
（
以
下
承

継
受
取
人
と
い
う
。
）
が
本
章
に
定
め
る
各
給
付
を
請
求
す
る
と

き
は
、
所
定
の
書
類
に
加
入
者
証
を
添
え
て
本
会
に
申
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

普
通
年
金
、
減
額
年
金
給
付
の
申
出
は
、
毎
月
二
十
日
ま
で
に

行
う
も
の
と
し
、
二
十
一
日
以
降
の
申
出
は
、
翌
月
に
申
出
た
も

の
と
見
做
す
。

（
給
付
の
方
法
及
び
通
知
）

第
十
五
条

加
入
者
又
は
承
継
受
取
人
に
普
通
年
金
、
減
額
年
金
又

は
遺
族
年
金
の
給
付
を
開
始
す
る
と
き
は
、
委
員
会
は
給
付
金
額

を
決
定
し
て
通
知
す
る
。
給
付
金
額
を
変
更
し
た
と
き
も
同
様
と

す
る
。

２

普
通
年
金
、
減
額
年
金
及
び
遺
族
年
金
は
、
申
出
月
の
翌
月
よ

り
年
金
給
付
額
の
四
分
の
一
相
当
額
を
三
ヶ
月
毎
に
給
付
す
る
。

３

年
金
受
給
者
が
受
給
後
十
五
年
を
超
え
て
生
存
し
死
亡
し
た
と

き
は
、
死
亡
日
か
ら
最
初
に
到
来
す
る
年
金
受
給
開
始
応
当
月
の

前
月
分
ま
で
年
金
を
給
付
す
る
。

４

加
入
者
又
は
承
継
受
取
人
に
年
金
一
時
払
金
、
打
切
一
時
払
金
、

脱
退
一
時
払
金
又
は
遺
族
一
時
払
金
を
給
付
す
る
と
き
は
、
委
員

会
は
遅
滞
な
く
給
付
金
額
を
決
定
し
て
給
付
す
る
。
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５

規
程
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
場
合
は
、
同
項
の
代
表

者
に
通
知
及
び
給
付
す
る
。

（
受
給
者
等
の
届
出
）

第
十
六
条

加
入
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
承
継
受
取
人
は
遅
滞
な

く
加
入
者
及
び
承
継
受
取
人
の
戸
籍
抄
本
、
相
続
人
の
場
合
は
相

続
を
証
す
る
書
面
、
そ
の
他
所
定
の
書
面
を
添
え
、
本
会
に
届
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
七
条
乃
至
第
九
条
の
年
金
受
給
者
は
、
毎
年
本
会
が
通
知
す

る
日
ま
で
に
、
受
給
者
の
住
民
票
抄
本
又
は
戸
籍
抄
本
を
本
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
提
出
が
な
い
と
き
は
年
金
の
給
付
を
停
止
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
三
章

管
理
運
用
等

第
十
七
条
か
ら
第
二
十
五
条

削
除

（
金
融
機
関
等
に
対
す
る
委
託
）

第
二
十
六
条

本
会
は
、
年
金
資
金
の
管
理
運
用
及
び
年
金
事
業
の

事
務
の
一
部
を
、
信
託
銀
行
又
は
生
命
保
険
会
社
等
に
委
託
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

附

則
（
昭
和
六
一
年
二
月
二
一
日
全
部
改
正
）
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１

こ
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
Ｃ
種
年
金
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
五
年
二
月
一
九
日
改
正
）

１

第
三
条
第
二
号
、
第
五
条
、
第
六
条
乃
至
第
八
条
及
び
別
表
第

一
乃
至
第
三
の
改
正
規
定
は
、
平
成
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
Ａ
種
年
金
、
Ｂ
種
年
金
の
年
金
給

付
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
五
年
九
月
一
七
日
附
則
改
正
）

１

第
三
条
第
二
号
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成

五
年
十
月
一
日
か
ら
、
第
七
条
及
び
第
八
条
並
び
に
別
表
第
一
乃

至
第
三
の
改
正
規
定
は
、
平
成
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
Ａ
種
年
金
、
Ｂ
種
年
金
の
給
付
を

受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
六
年
二
月
一
八
日
改
正
）

１

第
七
条
及
び
第
八
条
並
び
に
別
表
第
一
乃
至
第
三
の
改
正
規
定

は
、
平
成
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
Ａ
種
年
金
、
Ｂ
種
年
金
の
給
付
を

受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附

則
（
平
成
七
年
六
月
一
六
日
改
正
）

１

第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
九
条
の
二
乃
至
第
十

一
条
の
二
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
二
項
乃
至
第
五
項
、

別
表
第
三
及
び
別
表
第
四
の
改
正
規
定
は
、
理
事
会
の
定
め
る
日

（
平
成
七
年
六
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
し
、
平
成
七
年
四
月
一
日

か
ら
遡
つ
て
適
用
す
る
。

２

こ
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
Ａ
種
年
金
、
Ｂ
種
年
金
の
給
付
を

受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
八
年
二
月
一
六
日
改
正
）

１

第
七
条
及
び
第
八
条
並
び
に
別
表
第
一
乃
至
第
三
の
改
正
規
定

は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
Ａ
種
年
金
、
Ｂ
種
年
金
の
給
付
を

受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
八
年
三
月
一
五
日
改
正
）

第
十
七
条
乃
至
第
二
十
五
条
及
び
第
三
章
章
名
の
改
正
規
定
は
、

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
一
年
二
月
一
九
日
改
正
）

１

第
七
条
及
び
第
八
条
並
び
に
別
表
第
一
乃
至
第
三
の
改
正
規
定

は
、
平
成
一
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
Ａ
種
年
金
、
Ｂ
種
年
金
の
給
付
を

受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附

則
（
平
成
一
二
年
一
月
二
一
日
改
正
）

第
三
条
及
び
第
十
一
条
の
二
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
二
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
四
年
三
月
一
日
改
正
）

第
十
一
条
及
び
別
表
第
四
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
四
年
五
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
四
年
六
月
二
一
日
改
正
）

１

第
七
条
及
び
第
八
条
並
び
に
別
表
第
一
乃
至
第
三
の
改
正
規
定

は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
平
成
十
四

年
七
月
一
日
か
ら
同
年
八
月
末
日
ま
で
の
間
の
予
定
利
率
は
委
託

生
命
保
険
会
社
の
拠
出
型
企
業
年
金
契
約
の
委
託
割
合
に
基
づ
く

加
重
平
均
予
定
利
率
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
Ａ
種
年
金
、
Ｂ
種
年
金
の
受
給
を

受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
二
七
年
九
月
一
〇
日
改
正
）

第
五
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
九
月
十
日
か
ら
施
行
す

る
。

附

則
（
令
和
四
年
一
月
二
一
日
改
正
）

１

第
七
条
、
第
八
条
、
第
九
条
の
二
、
第
十
条
及
び
別
表
第
一
か

ら
別
表
第
三
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
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２

こ
の
改
正
規
定
の
施
行
の
際
現
に
Ａ
種
年
金
、
Ｂ
種
年
金
の
給

付
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


